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LETTER 　2021年11月号のニュースレターをお届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等があれば、当事務所

までお問い合わせください。
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2025年4月号のニュースレターをお届けします。掲載内容に関してご不明な点等があれば当事務所までお問い合わせください。
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支給額

支給対象者

支給要件

従業員1人あたり5万円、最大20人分
(1事業所あたり最大100万円) ※原則、法人番号単位での申請

県内に事業所を有する中小企業等
※公益法人、協同組合、個人事業主(従業員1人以上雇用)も含む。

(１) 賃上げの対象従業員
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
※非正規雇用労働者は、週所定労働時間が20時間以上であること。

(２) 賃上げ額
令和7年4月1日から令和7年11月30日までの期間において、
従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して5％以上引き上げ
※賃上げの対象は基本給とし、定期昇給・ベースアップは問わない。
※最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。
※賃上げ額の確認は、支援金の対象として申請された従業員についてのみ行う。

(例：従業員数20人の事業所で、5人の従業員の賃金をそれぞれ
5％以上引き上げた場合は、5人分の支援金が申請可能)

(３) その他
① 引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。
② 法人の場合、パートナーシップ構築宣言の宣言企業であること。
③ 賃上げを目的とする他の助成金等を受給していないこと。

制度の詳細や申請書の様式などは、令和7年6月上旬に公表し、
申請の受付は、7月上旬から開始する予定です。

ぐんま賃上げ促進支援金
群馬県では、従業員の賃金を5％以上引き上げた

県内の中小企業等を対象に、

従業員1人あたり5万円(最大20人分)を支給します。

市町村連携 太田市・渋川市・玉村町・大泉町が上乗せを実施

お問い合わせ

群馬県 産業経済部 産業政策課 産業戦略室 未来産業政策係
電話 メール027ｰ898ｰ2707

【ぐんま賃上げ促進支援金について】

【市町の上乗せ支援について】
太田市役所 産業環境部 産業政策課

渋川市役所 産業観光部 産業政策課

玉村町役場 経済産業課

大泉町役場 住民経済部 経済振興課

電話

電話

電話

電話

https://www.pref.gunma.jp/page/684329.html
最新情報は、
群馬県ホームページからご確認ください

0276-47-1846

0279-22-2596

0270-65-7144    

0276-63-3111

群馬県ホームページ

sangyo@pref.gunma.lg.jp

申請期間
令和7年7月上旬から令和7年12月26日(金)まで
※予算上限に達した場合は前倒しで終了。
※原則、電子申請での受付を予定。
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2025年度の雇用保険料率
　雇用保険財政は、新型コロナウィルス感染拡
大の影響で一時的な悪化が見られたものの、財
政状況の回復も見られることから、2025年度
は下表のとおり、前年度から引下げとなります。

雇用保険料の対象となる賃金
　雇用保険料の対象となる賃金とは、賃金、手
当、賞与、その他名称を問わず労働の対償とし
て会社が従業員に対し支払うすべてのものを指
します。基本給や各種手当はもちろんのこと、
非課税である通勤手当も対象となります。また、
割増賃金の算定基礎には含まれない住宅手当
や家族手当も対象となります。
　給与を通貨ではなく、現物給与として支給す
るときには、代金を徴収するものは、原則として

賃金に該当しません。ただし、徴収する金額が
実際の費用の3分の1を下回っている場合は、
実際費用の3 分の1に相当する額と徴収する
金額との差額部分が、賃金として取扱われます。
実際の費用の3分の1を上回る代金を徴収して
いるものは現物給与として扱われません 。

離職票等に記載する賃金
　雇用保険料の対象となる賃金のうち、「臨時
に支払われる賃金」と「3ヶ月を超える期間ごと
に支払われる賃金」を除いたものが離職証明書
（いわゆる「離職票」）等に記載する賃金です。
　「臨時に支払われる賃金」とは、支給されるこ
とがまれであるか、不確実であるものをいいま
す。また、「3ヶ月を超える期間ごとに支払われ
る賃金」とは、毎月の定期給与以外の賃金のう
ち、年間を通じての支給回数が3回以下のもの
で、いわゆる「賞与」を指します。
　そのため、就業規則等により年間を通じて
4回以上支給される場合は、3ヶ月を超える期
間ごとに支払われる賃金に該当しないこととな
り、離職票等においては「賃金に関する特記事
項 」として記載が必要です。

雇用保険料の対象となる賃金や、離職票等に記載する賃金については、普段見返す機会があまりないか
と思います。この機会に適正な処理をしているかを確認してみるとよいでしょう。

4月号 / 2025社会保険情報　 ROUMU INFOR M ATION

2025年度の雇用保険料率と
賃金の考え方
雇用保険料率は財政状況に応じて毎年度、見直しが行われています。2025年度の雇用保険料
率についても、すでに決定され、厚生労働省から公表されています。以下では、決定した雇用保険
料率と、雇用保険料の対象となる賃金等について確認します。

従業員負担 会社負担 合計

一般の事業 5.5/1,000 9/1,000 14.5/1,000

農林水産・清酒
製造の事業 6.5/1,000 10/1,000 16.5/1,000

建設の事業 6.5/1,000 11/1,000 17.5/1,000

2025年度の雇用保険料率

社会保険労務士法人ローム
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2025年度の健康保険料率
　協会けんぽの健康保険料率は、都道府県支
部毎に設定されますが、2025年3月分から適
用される保険料率は下表のとおりとなりまし
た。
　47都道府県のうち、前年度より健康保険料
率が引上げとなったのが28、引下げとなったの
が18、変更なしが1でした。そして、もっとも高
い保険料率は佐賀県の10.78％、もっとも低い
保険料率は沖縄県の9.44％となっており、佐賀
県と沖縄県の保険料率の開きは大きなものに
なっています。

引下げとなった介護保険料率 
　介護保険料率は単年度で収支が均衡するよ
う毎年見直しが行われますが、2025年3月分
からは、1.60％から1.59％への引下げとなりま
した。

保険料率変更における注意点 
　健康保険料率および介護保険料率は3月分
から変更になるため、3月に賞与を支給する会社
では、賞与にかかる保険料から新しい保険料率
で計算して賞与からの控除が必要となります。

支部 保険料率 支部 保険料率 支部 保険料率 支部 保険料率
北海道 10.31% ↑ 東京都 9.91% ↓ 滋賀県 9.97% ↑ 香川県 10.21% ↓
青森県 9.85% ↑ 神奈川県 9.92% ↓ 京都府 10.03% ↓ 愛媛県 10.18% ↑

岩手県 9.62% ↓ 新潟県 9.55% ↑ 大阪府 10.24% ↓ 高知県 10.13% ↑
宮城県 10.11% ↑ 富山県 9.65% ↑ 兵庫県 10.16% ↓ 福岡県 10.31% ↓
秋田県 10.01% ↑ 石川県 9.88% ↓ 奈良県 10.02% ↓ 佐賀県 10.78% ↑
山形県 9.75% ↓ 福井県 9.94% ↓ 和歌山県 10.19% ↑ 長崎県 10.41% ↑

福島県 9.62% ↑ 山梨県 9.89% ↓ 鳥取県 9.93% ↑ 熊本県 10.12% ↓
茨城県 9.67% ↑ 長野県 9.69% ↑ 島根県 9.94% ↑ 大分県 10.25% →
栃木県 9.82% ↑ 岐阜県 9.93% ↑ 岡山県 10.17% ↑ 宮崎県 10.09% ↑

群馬県 9.77% ↓ 静岡県 9.80% ↓ 広島県 9.97% ↑ 鹿児島県 10.31% ↑
埼玉県 9.76% ↓ 愛知県 10.03% ↑ 山口県 10.36% ↑ 沖縄県 9.44% ↓
千葉県 9.79% ↑ 三重県 9.99% ↑ 徳島県 10.47% ↑

2025年3月分からの健康保険料率（各都道府県支部毎）
↑：引上げ →：変更なし ↓：引下げ

4月号 / 2025社会保険情報　 ROUMU INFOR M ATION

3月分以降の協会けんぽの
健康保険料率・介護保険料率
全国健康保険協会（協会けんぽ）の健康保険料率および介護保険料率は、例年3月分（4月納
付分）から見直しが行われています。今回は2025年3月分から変更される都道府県支部毎の保
険料率についてお伝えします。

社会保険労務士法人ローム
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｢キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社

員転換、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

2025年４月以降、正社員転換や賃金規定等の改定の取り組みを行った場合に適用されます。

事 業 主 の 皆 さ ま へ

キャリアアップ助成金が

変わります！
2 0 2 5 年 ４ 月 以 降 の 変 更 点 の ご 案 内

新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して

１年未満のものについては、支給対象者から除外しました。

（ ）は大企業の助成額

現 行

有期→正規 80万円（60万円）

無期→正規 40万円（30万円）

【加算措置／加算額】

• 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 28.5万円

• 母子家庭の母等又は父子家庭の父 9.5万円（有期→正規の場合）

• 人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正社員転換 9.5万円（一部11万円）

（有期→正規の場合） 等

改 正 後

【重点支援対象者以外】

有期→正規 40万円（30万円）

無期→正規 20万円（15万円）

【重点支援対象者】

有期→正規 80万円（60万円）

無期→正規 40万円（30万円）

「重点支援対象者」とは

a:  雇入れから３年以上の有期雇用労働者

b: 雇入れから３年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

①過去５年間に正規雇用労働者であった期間が１年以下

②過去１年間に正規雇用労働者として雇用されていない

c: 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします

有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等をした場合に助成。

支給対象者の範囲・助成額の変更

正社員化コース
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業種 所在地 売上高 譲渡希望額

温泉旅館 関東地方 1千700万円 応相談

イベントプロデュース 関東地方 4億円～5億円 応相談

スーパーマーケット 関東地方 20億円 応相談

  精神科クリニック 関東地方 3億円～4億円 応相談

建築資材の卸・内装建築工事 関東地方 5億円 応相談

ソフトウェア開発 関東地方 4億円 応相談

日本酒製造・販売業 関東地方 3千万円 応相談

プログラムの開発 関東地方 5億円 応相談

WEBサイト制作 関東地方 1億円 応相談

太陽光発電所 関東地方 5億円 応相談

イベントプロデュース 関東地方 4億円 応相談

M ＆ A 譲 渡 し 情 報    

お問い合わせ先 北関東M＆Aサポート ☎ 027-260-8630




